
 

 

情報通信行政・郵政行政審議会  

電気通信事業部会（第１６回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

平成２２年１月１９日（火） １４：２０～１５：０５ 

於、第一特別会議室 

第２ 出席した委員（敬称略） 

根岸 哲（部会長）、酒井 善則（部会長代理）、関口 博正、長田 三紀、宮本 勝浩 

                              （以上 5名） 

第３ 出席した臨時委員（敬称略） 

辻 正次、東海 幹夫                     （以上 2名） 

第４ 出席した関係職員等 

桜井 俊（総合通信基盤局長）、福岡 徹（電気通信事業部長）、淵江 淳（事業政

策課長）、古市 裕久（料金サービス課長）、村松 茂（料金サービス課企画官）、岡

田 寿夫（情報流通行政局総務課課長補佐（事務局）） 

第５ 議題 

（１）答申事項 

接続料規則の一部改正について【諮問第３０１６号】 

（２）諮問事項 

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備

に関する接続約款の変更の認可（ＮＧＮに係る平成２２年度の接続料の改定及び

電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係る接続約款の措置）について

【諮問第３０１９号】
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開  会 

 

○根岸部会長  それでは、時間が参りましたので、ただいまから情報通信行政・郵政行

政審議会電気通信事業部会を開催いたします。 

 本日は、委員６名、臨時委員２名の合計８名中７名が出席されておられますので、定

足数を満たしております。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めたいと思います。本日の議題

は、答申事項１件と諮問事項１件でございます。 

○根岸部会長  それでは、答申事項より審議したいと思います。諮問第３０１６号、接

続料規則の一部改正について審議をいたします。 

 本件は、総務大臣からの諮問を受けまして、昨年１１月１７日開催のこの部会におき

まして審議を行いまして、１２月１７日まで意見募集を行い、その後寄せられました意

見を踏まえまして、接続委員会において調査・検討を行っていただきました。 

 本日は、接続委員会の主査の東海委員より、その検討結果についてご報告をいただき

ます。それでは、よろしくお願いいたします。 

○東海臨時委員  それでは、接続料規則の一部改正につきまして、接続委員会における

調査・検討の結果をご報告させていただきたいと思います。 

 まず、諮問の概要を簡単に申し上げたいと思います。 

 本件は、平成２２年度以降の接続料の算定方法等につきまして、接続料規則において

所要の規定整備を行うものでございます。 

 まず、お手元の資料１６－１の５ページをごらんいただきたいと思います。ＬＲＩＣ

方式、長期増分費用方式による平成２２年度の接続料算定に用いる各入力値の更新でご

ざいます。 

これは、ＮＴＴ東西が設置する第一種指定電気通信設備に係る接続料のうち、加入者

交換機能等に係る接続料については、毎年度最新のデータを用いてＬＲＩＣ、長期増分

費用方式で再計算することとされているため、平成２２年度接続料算定に用いる入力値

を最新のデータに入れかえるものでございます。これら更新は、別表にて規定いたして

おります。 

 なお、当該入力値につきましては、昨年１０月３０日に開催をされました第３４回長
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期増分費用モデル研究会におきましてご了承いただいているところでございます。 

 以上が、諮問の概要でございます。 

 本件は、平成２１年、昨年の１１月１７日に当部会に諮問をされまして、同年の１２

月１７日から１カ月にわたりまして意見募集を行いまして、２社から意見を寄せられま

した。また、本件についても、今年になりましてからの１２日、接続委員会を開催いた

しまして検討を行ったところでございます。 

 今回寄せられました意見、及びその考え方につきましては、少し戻りまして、２ペー

ジにまとめております。簡単にご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、２ページの「意見１」をごらんいただきたいと思います。ＬＲＩＣ接続料は、

平成２１年度でＮＴＳコストの控除が、たしか５年間でしたね、終了いたしました。他

方、今度は逆に、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの段階的な再算入が行われており、

平成２２年度以降の接続料水準は、トラフィックの減少という根本的な事情と合わせま

して、大幅に上昇する可能性があると。まずＮＴＴがレガシー系サービスに係るネット

ワークの将来計画を明らかにして、ユニバーサルサービス制度やＰＳＴＮ接続料のあり

方はもとより、日本の電気通信の将来像について、公正な競争環境の担保をはじめとし

た包括的な議論を早急に開始すべきと、こういったご意見でございます。 

 これに対しましては、右のほうの「考え方１」をごらんください。ＰＳＴＮに係る接

続料につきましては、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する中で、今後もトラフィッ

クの減少傾向が続くことが想定されていることから、総務省においては、今後の接続料

水準を注視しつつ、また関連するユニバーサルサービス制度のあり方との関係について

も配慮をしながら、必要に応じて接続料算定のあり方について検討を行うことが適当で

あるといたしました。 

 ただし、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行については、ＮＴＴ東西は、平成２２年度に概

括的展望を公表するということを表明されておられるわけですけれども、上記接続料に

係る検討を行う場合は、ＰＳＴＮからの具体的移行展望等が示されることが必要である

ため、ＮＴＴ東西においては、必要な情報の積極的な開示が期待されるという考え方を

付記的に、なお書きという形で加えさせていただいているところでございます。 

 「意見２」でございます。これは、接続料規則に定めている入力値の適正性に関する

検証が困難であり、入力値の選定過程の透明性確保について引き続き検討すべきと、こ

ういったご意見でございます。 
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 これに対しましては、「考え方２」のほうでごらんいただきたいと思います。ＬＲＩ

Ｃ、長期増分費用モデルの入力値選定につきましては、長期増分費用モデル研究会で検

討及び策定された選定方針にのっとり適切に実施しております。こういった観点から、

透明性も確保され、適切なものであると認められるわけでありますけれども、総務省に

おいては、関係事業者等による入力値の適正性に関する検証がより一層可能となるよう

な手法についても検討することが期待されるといたしました。 

 ただし、その際、関係事業者等の経営上の機密情報に関する取り扱いについては、十

分に配慮する必要があるという考え方をなお書きに加えさせていただいているところで

ございます。 

 ３ページの「意見３」でございます。これは、光ファイバに適用される経済的耐用年

数に関して、光ファイバ関連技術の進展等による耐用年数の長期化が可能となるよう、

推計方法の見直しについて引き続き検討すべきと、こういったご意見でございます。 

 これに対しましては、「考え方３」でございます。今回、省令において選定された光

ファイバの経済的耐用年数については、平成１９年９月２０日付の情報通信審議会答申

「平成２０年度以降の接続料算定の在り方について」に示したとおり、最新の設備利用

状況等を踏まえつつ、直近の新規取得量の急激な拡大の影響があらわれにくい撤去法を

採用いたしまして、決定係数及び推計の制度が高いゴンペルツ関数及びワイブル分布を

残存関数として推計した結果によるものであり、適切なものと判断をいたしているとこ

ろでございます。 

 ただし、光ファイバの経済的耐用年数の推計方法につきましては、技術革新や市場環

境の変化等を踏まえまして、必要に応じて検討することが適当であるというようなこと、

考え方の中で、なお書きで加えさせていただいているところでございます。 

 以上が、今回の省令案に寄せられました意見と、その考え方でございます。接続委員

会といたしましては、１ページの報告書の１にございますとおり、今回の接続料規則の

一部改正につきましては、諮問のとおり改正することが適当という整理をいたしまして、

ここにご報告をさせていただくところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○根岸部会長  ありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明につきまして、どうぞご質問とかご意見ございましたら、

お願いいたします。 
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 いかがでしょうか。ちょっとご質問というか、確認ですけれども、意見２のところに

入力値の選定過程の透明性確保について引き続き検討すべきと、こういう意見があった

ということで、そして考え方として、入力値の適正性に関する検証がより一層可能とな

るような手法の検討と、こういうふうに書かれており、一方、経営上の機密情報の取り

扱いは十分に配慮する必要と、こういうふうに書かれておりまして、その関係はなかな

か難しいようにも見えますが、今、長期増分費用モデル研究会は、この専門家が集まっ

ておられて、かつ関係事業者も集まっておられて、そこで議論されているというわけで

すよね。 

○東海臨時委員  はい。 

○根岸部会長  それで、こういう経営上の機密情報など、それぞれの企業にとって競争

上、極めてセンシティブな情報というのがあると思うのですが、そのような情報がない

とこういう入力値の選定ができないということがないとは言えないかもしれませんが、

それは関係事業者ではなくて専門家の方というか、中立というか、その方々はそれをご

らんになって入力値の選定をやっていると、こういうふうに理解してよろしいんでしょ

うか。 

○東海臨時委員  今ご指摘のとおり、長期増分費用モデル研究会そのものの本委員会は、

基本的には、各専門の研究者によって構成されておりますが、その下にワーキンググル

ープがございまして、毎年の入力値の入れかえにつきましては、事業者が参加するワー

キンググループにおいて具体的な数値、具体的な数値というのは必ずしも金額だけでな

くて、物量的な人員であるとか、あるいはその他さまざまな関係数値を提示いただきま

して、その数値を入れかえているという形をとっているということでございます。それ

を本委員会に持ち上げていただきまして、そこで専門的な研究者の方々のご意見をちょ

うだいして整理をするという過程を経ているところでございます。 

 その際、ワーキンググループに参加をする事業者の方々には、この正式な名称は後ほ

ど事務局のほうから言っていただきたいと思いますが、そこに参加している事業者の

方々の知り得た情報からもいろんなことが外に漏れるということで、いろいろな配慮を

しているところでございまして、そこのワーキンググループに参加の方々には、しっか

りと秘密の確保ということに対して、たしか書類を提出していただいているということ

となっております。 

 確かに、私どもが具体的な数値を拝見いたしましても、当該数値というものが、単に
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我々のよく使うところの財務諸表等の公開された数値以外のものがたくさん出てまいり

ますので、これから類推してドミナント事業者の方の具体的な経営戦略とか、その他関

係する情報が類推されるという可能性もあり得るわけでございます。 

 その意味で、現在においても非常にセンシティブに物を考えているところでございま

すけれども、しかしながら、他方、関係事業者の方々に対しての透明性の確保というこ

とについても、もう少し前向きに、今現在の状況で参加いただくという形だけでなくて、

できる限りの情報は徐々に開示できるような形をとっていくという前向きな姿勢を今こ

こで議論させていただいて、前向きであってほしいということでございます。 

 が、しかしながら、なお書きを加えたのは、非常にセンシティブな問題であるので、

しっかりとそのあたりについては、やはり秘密保持に関する対応をしていただきたいと

いうことを加えたということでございます。 

 事務局のほうから何かご回答ありましたら。 

○根岸部会長  ありがとうございました。 

 何か事務局のほうで。はい、お願いします。 

○村松料金サービス課企画官  今、東海委員からご説明ございましたとおり、長期増分

費用モデル研究会におきましては、モデル見直しの際に、事業者の方にもワーキンググ

ループに参加いただきまして、守秘義務協定を結んだ上で、各事業者の提案データ等を

守りながら議論をいただいているところでございます。今後はこのご指摘を踏まえまし

て、入力値の選定過程につきましても、透明性の確保というところを進めてまいりたい

と考えております。 

○根岸部会長  ありがとうございました。 

 先ほどの東海委員からのご説明につきまして、ほかにご質問、ご意見ございますか。

よろしいですか。 

 それでは、諮問第３０１６号につきまして、お手元の答申案というのは４ページだと

思います、先ほどの接続委員会からこの部会への報告内容と同じでありますが、その内

容をもって答申としたいと思います。よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。 

○根岸部会長  それでは、次に参りたいと思います。次は、諮問事項であります。諮問

第３０１９号、ＮＴＴ東西の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可と、

いわゆるＮＧＮにかかわります平成２２年度の接続料の改定及び電気通信市場の環境変
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化に対応した接続ルールに係る接続約款の措置につきまして、総務省から説明をお願い

いたします。 

○古市料金サービス課長  それでは、お手元の資料１６－２に基づきましてご説明をさ

せていただきます。 

 ２ページ、申請概要をおあけいただけますでしょうか。まず、ＮＧＮ接続料に関する

接続約款変更についてでございます。 

 ＮＴＴ東西のＮＧＮは、平成２０年３月末から商用サービスが開始されているところ

でございまして、同年３月の情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルー

ルの在り方について」、及び同年１２月の次世代ネットワークの接続料算定等に関する

研究会報告書に基づき、以下の３機能、すなわち一般収容局ルータ接続ルーティング伝

送機能、いわゆる収容局接続機能、関門交換機接続ルーティング伝送機能、いわゆるＩ

ＧＳ接続機能、そして一般中継局ルータ接続ルーティング伝送機能、いわゆる中継局接

続機能、これら３機能に係る平成２２年度接続料を設定するため、接続約款の変更を行

うものでございます。 

 次に、３ページをごらんいただけますでしょうか。電気通信市場の環境変化に対応し

た接続ルールに係る措置に関する接続約款変更についてでございます。 

 平成２１年１０月１６日付、情報通信審議会答申「電気通信市場の環境変化に対応し

た接続ルールの在り方について」において示された固定ブロードバンド市場における接

続ルールの整備に関する事項、及びこれを踏まえた電気通信事業法施行規則等の一部改

正による規定整備を受け、以下の事項、すなわちＦＴＴＨサービスの屋内配線に係る使

用料等の設定、ドライカッパの下部区間に係る網使用料等の設定、ＷＤＭ装置等に係る

網使用料等の設定、及び中継ダークファイバに係る異経路情報の確認調査手続費等の設

定、これらの事項を措置するため、接続約款の変更を行うものでございます。 

 次に、主な変更内容についてでございます。 

 まず、ＮＧＮ接続料の改定についてでございますが、ＮＧＮについては、研究会報告

書を踏まえた接続会計規則等の改正を受け、平成２０年度から接続会計が整理されてい

るところでございます。 

 一方で、ＮＧＮは、今後相当の需要の増加が見込まれるサービスであることから、今

回の申請案では、昨年度に引き続き平成２２年度の１年間を算定期間とした将来原価方

式により算定しているところでございます。 
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 具体的には、平成２０年度の接続会計におけるＮＧＮ設備の設備管理運営費をベース

に、フレッツ光ネクストのユーザ数等に応じた設備構築実績を踏まえて予測した平成２

２年度の取得固定資産価額の伸び率等を考慮した上で、各費用の算定等を行っていると

ころでございます。 

 その結果の具体的な接続料水準については、この下の表にあるとおりでございまして、

まず、収容局接続機能につきましては、収容ルータ装置ごと、月当たり、ＮＴＴ東日本

で２１６.８万円、ＮＴＴ西日本で２４５.３万円となっております。また、ＩＧＳ接続

機能につきましては、３分当たり、ＮＴＴ東日本で５.７円、ＮＴＴ西日本で６.２９円

となっているところでございます。さらに、中継局接続機能につきましては、１０Ｇポ

ートごとに１月当たり、ＮＴＴ東日本で６３４.８万円、ＮＴＴ西日本で５３４.８万円

となっているところでございます。 

 続きまして、接続料算定の具体的な方法についてご説明をさせていただきます。 

 今回の申請案における接続料原価は、昨年度の算定と同様、２つのフローを用いて行

っているところでございます。 

 第１は、ＮＧＮを構成する設備別コスト、及びひかり電話網のコストを算定するフロ

ーでございまして、平成２０年度接続会計から推計したコストをベースに算定している

ところでございます。 

 第２は、この設備別コストを関係する機能に配賦するフローでございます。各機能へ

のコスト配賦は、昨年度の算定と同様の手法により設備の種類に応じて異なる取り扱い

を行っているところでございます。 

 まず、設備別コストの算定についてでございますが、今回の申請案においては、平成

２２年度のＮＧＮ及びひかり電話網のコストは、平成２０年度接続会計における設備管

理運営費をベースに、平成２２年度までの取得固定資産価額の伸び率等を考慮した上で

予測、算定しているところでございます。 

 なお、今回の算定では、平成２０年度の設備量の実績値をもとに、フレッツ光ネクス

トのユーザ数等に応じた設備構築実績を踏まえて設備増設を予測することで、平成２２

年度の取得固定資産価額を算出しているところでございます。 

 その結果、平成２２年度における各設備別コストの集計をしたものが、この下につい

ております表でございます。 

 次に、設備別コストの関係する機能への配賦についてでございます。 
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 今回の申請案におきましては、中継ルータ、伝送路、ＳＩＰサーバの３設備以外の設

備に係るコストにつきましては、昨年度と同様、関係する機能に直課をしているところ

でございます。 

 具体的には、収容ルータ及びＩＳＰ用網終端装置については収容局接続機能へ、メデ

ィアゲートウェイにつきましてはＩＧＳ接続機能へ、ゲートウェイルータにつきまして

は中継局接続機能へ、またＶＰＮ用網終端装置及びＳＮＩ収容ルータについては未アン

バンドル機能にそれぞれ直課をしているところでございます。 

 次に、中継ルータと伝送路コストの配賦についてご説明をさせていただきます。 

 中継ルータと伝送路につきましては、ＮＧＮで提供されるイーサネット関係を除くす

べてのサービス・機能で共用されるものでございまして、今回の申請案では、この設備

に係るコストを関係する機能へ配賦するためのコストドライバとして、昨年度に引き続

きポート容量比を採用しているところでございます。 

 今回の接続料算定におきましては、将来原価方式により算定することとしているとこ

ろでございますが、例えば想定トラヒックまたはポート実績トラヒックをドライバとす

るためには、直近の実績トラヒックの把握だけではなく、当該トラヒックから２年後の

トラヒックについても予測する必要があるところでございまして、しかしながら現時点

でのＮＧＮトラヒック把握は平成２１年度上期のもののみでございまして、このような

短期間のデータから適切な予測を行うことは困難であると判断されることから、今回引

き続きポート容量比を採用しているところでございます。 

 また、今回の申請案では、中継ルータと伝送路のコストについて、ポート容量比によ

り配賦を行うに当たりまして、既存のネットワークと異なるＮＧＮの特徴を考慮し、昨

年度と同様にＱｏＳの有無・程度の加味、及び帯域等換算係数の採用の２つの措置を講

じているところでございます。 

 まず、ＱｏＳにつきましては、最優先通信と高優先通信についての通信品質を確保す

るために要求した帯域に上乗せをした帯域、具体的には最優先通信で要求帯域の２０％、

高優先通信で要求帯域の１６％を確保していることから、当該上乗せ帯域を含めてポー

ト容量を観念し、費用配賦を行っているところでございます。 

 また、帯域等換算係数につきましては、一般的にＩＰ系の装置価格については、帯域

差ほど費用差が生じておらず、スケールメリットが働くことに着目して、帯域当たりの

費用を低減させたコスト算定を行っているところでございます。 
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 ６ページでございますが、以上の考え方に基づきまして、中継ルータと伝送路のコス

トについては、エッジ設備ごとに以下の計算式、すなわちポート容量にＱｏＳ換算係数、

帯域等換算係数及び稼働ポート数、これらを掛け合わせることによりポート総容量を算

定し、このポート総容量を比率化して関係する機能に配賦をしているところでございま

す。この式により配賦をした結果が、この下についている表のとおりでございます。 

 次に、ＳＩＰサーバのコストの関係する機能への配賦についてでございます。 

 今回の申請案では、過去３年間のひかり電話トラヒックの実績トレンドから平成２２

年度におけるＳＩＰサーバを用いるサービス別の通信回数を設定し、当該通信回数比に

より、ＳＩＰサーバのコストを関係する機能に配賦しております。 

この結果につきましては、この下の表のとおりでございます。 

 次に、ひかり電話網のコストの関係する機能への配賦についてでございます。 

 今回の申請案では、過去３年間のひかり電話トラヒックの実績トレンドを用いて予測

した通信回数及び通信時間を用いて、「ＮＧＮのひかり電話ユーザとひかり電話網のひ

かり電話ユーザ間の通信」と「それ以外の通信」について、昨年度と同様、前者につい

ては未アンバンドル機能に、後者についてはＩＧＳ接続機能に配賦をしているところで

ございます。 

 以上をまとめたものが７ページの表でございまして、アンバンドル機能ごとの接続料

原価は、それぞれの機能の表の一番下の合計に表示をされているところでございます。 

 最後に８ページ、最終的な接続料の算定についてでございます。 

 アンバンドル機能ごとの接続料は、今７ページでごらんいただきました各機能ごとの

接続料原価を各機能ごとの需要で除して算定されているところでございます。 

この各機能の需要につきましては、まず収容局接続機能の需要について、平成２０年

度の実績台数からＮＧＮのエリア展開等を踏まえて予測した収容ルータの稼働装置台数。

ＩＧＳ接続機能の需要につきましては、過去３年間のひかり電話トラヒックの実績トレ

ンドを用いて予測したＩＧＳ経由の通信回数及び通信時間、中継局接続機能の需要につ

きましては、ゲートウェイルータの稼働ポート数をそれぞれ設定しているところでござ

います。 

 これらの数値を用いまして最終的に接続料を算定した結果が、８ページの表にあると

おりでございますが、それぞれの機能の具体的な接続料の水準につきましては、冒頭ご

説明をさせていただいたとおりでございます。 
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 次に、９ページをおあけいただけますでしょうか。電気通信市場の環境変化に対応し

た接続ルールに係る装置についてでございます。 

 まず、ＦＴＴＨサービスの屋内配線に係る使用料等の設定に関する変更でございます。 

 ＮＴＴ東西に設置するＦＴＴＨサービスの戸建て向け屋内配線が第一種指定電気通信

設備を定める指定告示において指定対象に追加されたことを受け、当該屋内配線に係る

使用料及び工事費を新たに設定するものでございます。 

 なお、本使用料等は、ＮＴＴ東西の光信号分岐端末回線と一体として一戸建ての建物

に設置される屋内配線に適用されるものでございます。 

 まず、屋内配線の使用料でございますが、これは張りかえ保守のために必要な費用で

あることから、張りかえ費用を平均的な使用期間で除して算定をしているところでござ

いまして、具体的には１回線ごとに月額、ＮＴＴ東日本で１８５円、ＮＴＴ西日本で１

８４円となっているところでございます。 

 また、光屋内配線工事費は、屋内配線を新設する際の工事費と、利用者の要望に基づ

いて当該屋内配線の設置場所等を変更する際の工事費を設定しているところでございま

す。これらの工事費は、実際の作業時間に作業単金を乗じた額、また新設の場合はこれ

に物品費を加えた額、これに貸倒率を加味して算定しているところでございまして、具

体的にはこの下についております表にあるとおりの工事費が設定されているところでご

ざいます。 

 また、利用者の不在等により工事が実施できなかった場合の無効派遣費用につきまし

ても、あわせて規定されているところでございます。 

 次に、ドライカッパの下部区間に係る網使用料等の設定についてでございます。 

 ドライカッパの下部区間のみを使用する機能について、接続料規則において新たなア

ンバンドル機能として規定されたことを受け、当該機能についての網使用料及び標準的

接続箇所等を設定するものでございます。 

 網使用料につきましては、下部区間のコストと下部区間の故障対応に係る上部区間の

一時的利用に必要なコストから算定をしているところでございまして、１０ページの一

番上にございます表にありますとおり、具体的には１回線ごとに月額、ＮＴＴ東日本で

８０７円、ＮＴＴ西日本で８９２円となっているところでございます。 

 また、ドライカッパのサブアンバンドルに係る標準的接続箇所として、他事業者がき

線点近傍の電柱等に設置する端子盤のＮＴＴ東西側コネクタを新たに規定しているとこ
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ろでございます。 

 次に、ＷＤＭ装置等に係る網使用料等の設定についてでございます。 

 ＷＤＭ装置の設置区間における中継ダークファイバの空き波長について、接続料規則

において新たなアンバンドル機能として規定されたことから、当該機能についての網使

用料、網改造料及び情報開示手続等を設定するものでございます。 

 まず、網使用料についてでございますが、接続ルール答申において、「ＷＤＭ装置の

接続料は、当面は個々の区間ごとに設定することが適当」との考えが示されたことを受

け、個々の区間ごとに設定するための計算式を規定しているところでございます。 

 具体的には、下の表にございますとおり、網改造料の算出式により算定したＷＤＭ装

置本体に係る費用と、中継ダークファイバの網使用料に区間距離、回線数を乗じた形で

算定をされた中継ダークファイバの費用を足し合わせまして、全体を利用波長数で除す、

こういった算定式により網使用料を規定しているところでございます。 

 また、ＷＤＭ装置の分波光変換装置、いわゆるトランスポンダは、接続事業者ごとに

個別に設置するインターフェース部に相当するため、網改造料の対象機能として規定を

しているところでございます。 

 さらに、ＷＤＭ装置に係る情報については、中継ダークファイバの空きがない区間に

ついては、ＷＤＭ装置の設置の有無を接続事業者向けホームページにおいて開示し、そ

の他の区間の情報や提供可能時期等については、接続事業者からの求めに応じ線路設備

調査等を個別に行うことで開示される旨を規定しているところでございます。 

 また、ＷＤＭ装置が設置されている中継ダークファイバに係る接続申し込み手続につ

いては、線路設備調査等、既存の中継ダークファイバと類似の手続を規定しているとこ

ろでございます。 

 また、特別光信号中継回線に係る情報調査費及び光回線設備設置手続費は、この表に

ございますとおり、手続費として新たに規定をしているところでございます。 

 さらに、ＷＤＭ装置が設置されている中継ダークファイバに係る標準的接続箇所とし

て、分波光変換装置に係る配線盤等を規定し、接続に係る技術的条件を規定していると

ころでございます。 

 最後に、中継ダークファイバに係る異経路情報の確認調査手続費等の設定についてで

ございます。 

 中継ダークファイバの異経路構成等の確認につきましては、これまで接続事業者から
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の個別要望に応じて実施していたところでございますが、接続ルール答申及び電気通信

事業法施行規則等の改正を踏まえ、調査に係る手続を新たに規定するものでございます。 

 また、異経路構成等の確認調査を行った中継ダークファイバについて、支障移転等を

行う際には、当該接続事業者に対してあらかじめその旨の通知を行うことを規定するこ

とといたしております。 

 また、異経路構成等による一般光信号中継回線の提供に係る情報調査費として、この

表にございますとおり、新たに手続費を設定しているところでございます。 

 次に、１２ページ及び１３ページをごらんいただけますでしょうか。本件についての

審査結果についてでございます。 

 ここにございますとおり、本件につきましては、審査事項１、２、５、８、１１、１

６、１７及び１８に照らしまして、それぞれ審査結果は「適」としているところでござ

いまして、本件については認可することが適当ではないかと考えているところでござい

ます。 

 次に、参考資料をおあけいただけますでしょうか。今回のＮＧＮ接続料と利用者料金

の関係に関する検証、いわゆるスタックテストについてでございます。 

 表紙をめくっていただきまして１ページ目の下のほうに、「２ 検証結果」というとこ

ろがございます。そこをごらんいただけますでしょうか。今回のスタックテストにおき

ましては、現行のスタックテスト運用ガイドラインを踏まえまして、フレッツ光ネクス

ト及びひかり電話について、ＮＴＴ東西に対してそれぞれ検証に必要な資料の提出を求

めたところでございます。 

 検証方法としては、利用者料金が接続料を上回っているか否かについて、個々のサー

ビスメニューごとに検証するともに、利用者料金収入と接続料収入の差分、いわゆる営

業費相当分が営業費の基準値、具体的には利用者料金収入の２０％を下回らないもので

あるか否かの検証を、サービスブランドを単位として実施したところでございます。 

 ２ページが、具体的な検証結果でございますが、この検証結果の表にありますとおり、

すべての項目についてスタックテストの要件を満たしていると認められるところでござ

います。 

 最後に、検証結果に対する総務省の考え方でございますが、フレッツ光ネクスト及び

ひかり電話、ともに営業費相当分は基準値を上回っており、かつすべてのサービスメニ

ューにおいて利用者料金が接続料を上回っていることから、今回のＮＧＮの接続料水準
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については不適正なものではないと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○根岸部会長  ありがとうございました。 

 ただいまご説明いただきましたが、２つのものが入っておりまして、次世代ネット

ワークの平成２２年度の接続料の改定と、電気通信市場の環境変化に対応した接続料

に係る接続約款の措置と、２つ入っておりますけれども、どうぞどちらからでも、何

かご質問なりご意見ございましたらお願いいたします。 

○酒井部会長代理  よろしいですか。 

○根岸部会長  はい、どうぞ。 

○酒井部会長代理  ＮＧＮの接続料なのですが、たしか前回議論したときに、要する

にポート容量とトラフィックベース、これをどちらをどういうふうにするかというこ

とについてなるべく早期に結論を出すという話だったんですけれども、今回まで出な

かったということだと思ってよろしいでしょうか。 

○古市料金サービス課長  酒井部会長代理からご指摘のとおり、次世代ネットワーク

の接続料をご議論いただいた研究会におきましても、ポート容量比だけではなくて、

アクティビティベースの、例えば想定トラフィック比でありますとか、ポート実績ト

ラフィック比についてもご検討いただいたところでございます。 

 研究会報告書にもございますとおり、例えば想定トラフィック比でありますと、予

測に必要な変数が非常に多いということがございますので、こういった変数のベース

となる実際のデータ、こういったデータが十分に蓄積されるということが大前提にな

るというのが１点でございます。 

 また、ポート実績トラフィック比につきましても、実際のポート実績トラフィック

のデータが十分蓄積されるということが、このドライバを採用するに当たっての前提

となるということでございますが、先ほどご説明させていただきましたとおり、現時

点におきましては、例えば想定トラフィック比を採用する場合のＮＧＮの実際の利用

に係るデータでありますとか、あるいはポート実績トラフィック比を採用するに当た

ってのポート実績トラフィックのデータ、こういったものがまだ十分に蓄積されてい

ないということもございますので、今回は、昨年度と同様にポート容量比を採用して

いるということでございます。 

 ただ、研究会でもご議論いただきましたとおり、ポート容量比につきましては、や
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はりアクティビティではなく、キャパシティを考慮するというものであること、それ

からサービス別コストの把握が困難であることに起因する問題があること、こういっ

たことから、あくまで暫定的なコストドライバとして、先ほど申し上げたようなアク

ティビティをベースとしたコストドライバについて検討していくことが適当であると

されているところでございますので、平成２３年度以降のＮＧＮの接続料の検討に当

たりましては、先ほど申し上げましたようなデータの蓄積度合いでありますとか、Ｎ

ＧＮの利用状況、利用実態もきちんと踏まえながら、また改めてどういうドライバが

いいかということをきちんと検討、検証していくことが必要ではないかと考えている

ところでございます。 

○根岸部会長  よろしいですか。どうぞ、ほかに。 

○東海臨時委員  今の酒井委員のご質問のことですけれども、ＮＧＮの研究会報告づ

くりに関係をした者として思うところでございますが、基本的には研究会の姿勢とし

ては、将来原価方式ですから、当然のことながら分母のほうの問題というのは、実績

値をベースにするのだけれども、やはり予測を加味しながらの物量でなければならな

いという考え方で、結局は予測が入ってくるんだろうと思うんです。その際に、キャ

パシティを分母に置くという考え方と、実績のアクティビティに近い予測値を分母に

置くという言い方が、どっちが最終的な落ちつきどころかというと、どちらかという

とポート容量比ではなくて、実際のアクティビティを土台にして算定した予測値とい

うものになることがどちらかというと望ましいという流れをまとめたような気がして

おります。 

 １年目ですから全く実績がありませんので、１年目はやむを得ないがと。それで２

年目は、実績値が少し蓄積されるので、そこから類推して分母をアクティビティに近

いものとして、アクティビティを実質的に表現するものとしての物量数値をという考

え方になればと思ったのですが、おそらくここは、キャパシティとアクティビティの

数量の乖離がかなりあるのではないか。ということは、ＮＧＮの伸びが当初想定した

ものよりも伸びていないと。このことを逆に、１年目、２年目ですから、アクティビ

ティでやるとなると、今度は相当分母が小さくなりますから、算定されるところの単

価が１年目と大きく乖離する可能性があるということではないかなと、私は想像して

いるのですけれども。実際にＮＧＮの具体的な動向というのは把握しておられるわけ

ですから、そういう流れがあるとすれば、もしかしたら来年もこのままで行かざるを
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得ないかもしれないという状況も想定されるかもしれないと。こんな考え方は少し乱

暴ですか、事務局。 

○古市料金サービス課長  基本的には、東海委員ご指摘のとおり、アクティビティベ

ースの、特に今ご議論いただいておりますのは、中継ルータあるいは伝送路といった

共用設備のドライバをどうするかということでございますけれども、そのドライバを

考慮するに当たっては、やはりアクティビティベースのドライバが適当であるという

ご議論をしていただいたと認識をしております。 

 今、ＮＧＮにつきましては、ちょうど全国展開を図っているところでございまして、

来年度になりますと全国展開が図られていくということもございまして、ネットワー

ク展開としても落ちついていくということも想定されますので、先ほどの繰り返しに

なりますけれども、その時点において、現時点よりも、当然のことながらＮＧＮの利

用実態に対するデータでありますとか、あるいはポートの実績トラヒックのデータと

いうものが十分蓄積されてくるということが、これは十分に予想されるわけでござい

ますので、その時点において、そういったデータもきちんと踏まえながら、今、酒井

部会長代理、あるいは東海委員からご指摘のあった点も踏まえながら、きちんとドラ

イバについて検討していく必要があるのではないかと考えているところでございます。 

○宮本委員  ちょっとよろしいですか。 

○根岸部会長  はい、どうぞ。 

○宮本委員  今、東海委員がおっしゃったように考えますと、データが集まってくる

に従って、キャパシティよりも実績値を重視する方向で決まっていくというふうには

考えられませんか。 

○東海臨時委員  ええ。そういう形が望ましいという流れで研究会は取りまとめてい

ると、私は思っております。 

○宮本委員  そういうことですね。後になればなるほどね。わかりました、ありがと

うございます。 

○根岸部会長  ありがとうございます。ほかにございますでしょうか。 

 よろしいですか。 

 それでは、本件につきましてはこの審議会の議事規則の規定に従いまして、諮問さ

れた案を部会長会見で報道発表する、あるいはインターネットで掲載するなどして公

告しまして、広く意見募集をするということにいたします。 
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 本件についての意見招請でありますが、規定どおり２回実施するということで、１

回目の意見招請期間は平成２２年２月１８日木曜日までといたします。 

 また、提出されました意見を踏まえまして２回目の意見招請を行いましてから、ま

た接続委員会において調査・検討いただくということでありまして、その調査・検討

をいただいた上で、最終的にこの部会で答申をまとめると、こういう予定にいたした

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ありがとうございました。それでは、そのように決定したいと思います。 

○根岸部会長  以上で、本日の審議は終了いたしました。委員の皆様、あるいは事務局

から何かございましたらと思いますが、よろしいですか。 

○岡田情報流通行政局総務課課長補佐  部会長、申しわけございません。 

○根岸部会長  ごめんなさい、はい、どうぞ。 

○岡田情報流通行政局総務課課長補佐  事務局のほうから、一言お願いいたします。 

 この後、本会場で部会長会見が行われます。会見は、閉会後速やかに行いますので、

大変申しわけございませんが、ご出席者及び傍聴の皆様は、速やかなご退場にご協力く

ださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○根岸部会長  ありがとうございました。それでは、終了いたします。 

 

閉  会 


